
 

1100  税税のの控控除除等等                                     

  

 

障害者 

控除 

①①  障障害害者者控控除除 

 納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合、障害者

控除の適用を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象者 所得税 住民税  

 

 

 

 

 

 

 

障害者 

身体障害者手帳３～６級 

療育手帳Ｂ・Ｃ 

精神障害者保健福祉手帳２・３級 

１人当たり 

27 万円 

１人当たり 

26 万円 

特別障害者 

身体障害者手帳１・２級 

療育手帳Ⓐ・Ａ 

精神障害者保健福祉手帳１級 

１人当たり 

40 万円 

１人当たり 

30 万円 

同居特別 

障害者 

同一生計配偶者または扶養親族が特別

障害者で、かつ同居の場合 

１人当たり 

75 万円 

１人当たり 

53 万円 

 

小規模企業 

共済等掛金 

控除 

②②  心心身身障障害害者者扶扶養養共共済済掛掛金金 

 納税者本人が共済に加入し掛金を納入している場合、掛金の金額を所得か

ら小規模企業共済等掛金控除として差し引くことができます。 

 ○必要書類：支払った掛金額の証明書 

医療費 

控除 

本人または本人と生計を一にする親族のための医療費を支出した場合、次の

算式によって計算した金額が、医療費控除の対象となります。 

対象額：（支払った医療費－保険金等による補てん金） 

－（「総所得金額等×５％」と「10万円」のいずれか少ない金額） 

なお、以下のものも医療費控除の対象となります。 

③③  スストトママ用用装装具具のの購購入入費費用用 

人工肛門または尿路変更等のストマを持つ方が、ストマケアに係る治療を受

けている場合、ストマ用装具の購入費用 

○必要書類：ストマ用装具購入に係る領収書、ストマ用装具使用証明書 

④④  成成人人用用おおむむつつのの購購入入費費用用 

治療を継続的に行っている医師が、その治療上おむつが必要であると認めた

場合、おむつの購入費 

○必要書類：おむつ購入費用に係る領収書、おむつ使用証明書またはおむつ

使用証明書に代わる確認書（おむつ使用 2 年目以降の場合） 

手続 

確定申告又は住民税申告をされる際、各控除欄の必要書類を添付または提示し

てください。 

・給与所得者の場合、①と②は年末調整で手続きすることができます。 

・医療費控除を受ける場合、医療費控除の明細書等の提出が必要です。また、医療費の

領収書は、確定申告期限等から５年間、自宅等で保存が必要です。 

・住民税は本人が障害者の場合、障害者控除の申告をすることで、前年分の合

計所得金額が 135 万円まで非課税になります。 

窓口 

（お問合せ先） 

土浦税務署（所得税・贈与税） 電話 029-822-1100（代） 

市民税課（住民税）     電話 029-883-1111（代） 

勤務先の給与担当者 ※①と②のみ 

○○  所所得得税税・・住住民民税税（（市市民民税税、、県県民民税税、、森森林林環環境境税税））のの所所得得控控除除等等    身身  知知  精精  

－40－ －39－ 

身 知 精

－ 43 －



 

 

 

次の場合、自動車税（環境性能割・種別割）、軽自動車税（環境性能割）が減免（免除）になります。 

※事前に県税事務所へ連絡し、必要書類の案内を受けてください。 

((4455ペペーージジ「「対対象象ににななるる障障害害区区分分･･等等級級」」参参照照))  ※※納納期期限限内内にに手手続続ききがが必必要要でですす。。 

要件 

・障害者本人が運転する場合 

・障害者と生計を一にする方が、障害者の通学、通院、通所または生業のために運転する場合 

・障害者のみの世帯または70歳以上の方（若しくは未成年者）と障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する

方が、障害者の通学、通院、通所または生業のために運転する場合 

・手帳の交付日が種別割では申請する年の３月31 日以前、環境性能割では自動車の登録の日以前である場合 

・福祉施設に入所しており、週１回または月４回以上の一時帰宅や通院等のために家族（３親等以内の親族に限る)が自

動車で送迎している場合（福祉施設での証明、障害者の住民票（本籍地記載）、障害者、納税義務者及び運転者の続

柄を示す戸籍（謄本または抄本）または施設入所の申込書等の写しが必要となります) 

※※事事業業用用・・リリーースス自自動動車車のの場場合合やや、、障障害害者者本本人人がが入入院院中中のの場場合合はは対対象象ととななりりまませせんん。。  

※※自自動動車車のの所所有有者者((自自動動車車税税のの納納税税義義務務者者))はは、、障障害害者者本本人人ままたたはは生生計計をを一一ににすするる方方にに限限らら

れれまますす。。 

※※環環境境性性能能割割をを伴伴うう減減免免申申請請後後、、11 年年以以内内にに新新たたにに減減免免申申請請をを行行うう場場合合ににはは既既減減免免車車のの永永久久

抹抹消消登登録録がが必必須須ととななりりまますす。。  ((盗盗難難やや事事故故にによよるる滅滅失失のの場場合合をを除除くく）） 

手

続

き 

 

現
在
お
持
ち
の
車 

自動車の運転者、

所有者が共に障害

者本人の場合 

県税事務所で手続きしてください。 

障害者手帳、免許証（コピー可・両面必要）、車検証の写し、マイナンバー

（個人番号）確認書類（右記参照） 

生計を一にする方

が運転者若しくは

所有者の場合 

県税事務所で手続きしてください。障害者手帳、運転者の免許証（コピー

可・両面必要）、車検証の写し、納税義務者のマイナンバー（個人番号）確認書類

（右記参照）、生生計計をを一一ににすするるここととをを示示すす書書類類（（右右記記参参照照）） 

常時介護する方が

運転者の場合 

障害福祉課にて常時介護証明書の発行を受けてから、県税事務所で手

続きしてください。障害者手帳、常時介護証明書、運転者の免許証

（コピー可・両面必要）、車検証の写し、納税義務者のマイナンバー

（個人番号）確認書類（右記参照） 

新
た
に
取
得
し
た
車 

自動車の運転

者、所有者が共

に障害者本人の

場合 

県税事務所自動車税分室で手続きしてください。 

障害者手帳、免許証(コピー可・両面必要）、車検証の写し ※※既既にに減減免免さされれてて

いいるる自自動動車車ががああるる場場合合はは減減免免ととななっってていいるる車車のの抹抹消消・・移移転転登登録録ししたた事事をを証証明明

すするる書書類類がが別別途途必必要要（（同同一一住住所所のの方方へへのの移移転転時時はは減減免免不不可可）） 

生計を一にする

方が運転者若し

くは所有者の場

合 

県税事務所自動車税分室で手続きしてください。障害者手帳、運転

者の免許証（コピー可・両面必要）、車検証の写し、生生計計をを一一ににすするるここ

ととをを示示すす書書類類（（右右記記参参照照））  

 

※※既既にに減減免免さされれてていいるる自自動動車車ががああるる場場合合はは減減免免ととななっってていいるる車車のの抹抹

消消・・移移転転登登録録ししたた事事をを証証明明すするる書書類類がが別別途途必必要要（（同同一一住住所所のの方方へへのの

移移転転時時はは減減免免不不可可）） 

常時介護する方が

運転者の場合
 

障害福祉課にて常時介護証明書の発行を受けてから、県税事務所自

動車税分室で手続きしてください。障害者手帳、常時介護証明書、運

転者の免許証（コピー可･両面必要）、車検証の写し 

 

※※既既にに減減免免さされれてていいるる自自動動車車ががああるる場場合合はは減減免免ととななっってていいるる車車のの抹抹

消消・・移移転転登登録録ししたた事事をを証証明明すするる書書類類がが別別途途必必要要。。（（同同一一住住所所のの方方へへ

のの移移転転時時はは減減免免不不可可））  

 

○○  自自動動車車税税（（環環境境性性能能割割・・種種別別割割））、、軽軽自自動動車車税税（（環環境境性性能能割割））のの減減免免        身身  知知  精精  

－41－ 

身 知 精

－ 44 －



 

マイナン
バー(個
人番号) 
確認書類 

本人（納税義務
者）が申請する場
合 

・番号確認書類（マイナンバーカードまたは個人番号付きの住民票等） 

・身元確認書類（顔写真つき身分証明書） 

※マイナンバーカードがある場合、番号・身元確認の両方が１枚で可能 

代理人が申請する
場合 

・委任状 ・代理人の身元確認書類（顔写真つき身分証明書） 

・納税義務者の番号確認書類（マイナンバーカードまたは、個人番

号付きの住民票） 

生計を一 
にするこ
とを示す
書類 

障害者と同居であ
る場合 

車検証、障害者手帳、運転免許証により住所が同一であることを確

認します。※必要に応じて住民票の提出を求めることがあります。 

障害者と同居でな
い場合 

扶養関係を示す書類（資格確認書、源泉徴収票、確定申告書の写し等）  
※※扶扶養養関関係係がが無無いい場場合合、、障障害害者者のの住住民民票票（（本本籍籍地地記記載載））、、障障害害者者とと納納税税義義
務務者者及及びび運運転転者者のの続続柄柄をを示示すす戸戸籍籍謄謄本本（（３３親親等等以以内内のの親親族族にに限限りり減減免免対対
象象））、、生生計計同同一一確確認認書書（（同同一一大大字字ままたたはは半半径径２２kkmm以以内内のの区区域域にに居居住住ししてて
いいるる場場合合ののみみ減減免免対対象象））がが別別途途必必要要 

※※現現在在おお持持ちちのの車車（（種種別別割割））のの申申請請期期限限はは納納期期限限ままででととななりりまますす。。（（期期限限をを過過ぎぎたた場場合合翌翌年年度度扱扱）） 
※※新新たたにに取取得得ししたた車車（（環環境境性性能能割割））のの申申請請期期限限はは自自動動車車をを登登録録ししたた日日かからら3300 日日以以内内ととななりりまますす。。 

＜対象になる障害区分・等級＞ 
    運転者区分 

 

障害区分 

障害者本人が運転する場合 
生計を一にする方･常時介

護する方が運転する場合 

視覚 １～４級 

左に同じ 

聴覚 ２・３級 

平衡機能 ３級 

音声機能 ３級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) 

上肢機能 １・２級 

下肢機能 １～６級 １～３級 

体幹機能 １～３級・５級 １～３級 

脳病変による上肢機能 １・２級 

左に同じ 

脳病変による移動機能 １～６級 

心臓機能 

１・３級 

じん臓機能 

呼吸器機能 

ぼうこう又は直腸機能 

小腸機能 

免疫機能 
１～３級 

肝臓機能 

知的障害（療育手帳） Ⓐ・Ａ 左に同じ 

精神障害 

（精神障害者保健福祉手帳） 

１級で次のいずれかに該当する方 

・自立支援医療受給者証（精神通院） 

をお持ちの方 

・医療福祉費受給者証をお持ちの方 

・障害の治療のため通院されている方 

（通院証明書が必要） 

左に同じ 

※身体障害の場合、減免の可否は手帳の総合等級ではなく障害区分ごとの等級で判断されます。 

 (例：総合等級２級の方で内訳が上肢３級、心臓４級の場合は該当しません) 

＜申請窓口＞                                               
・土浦県税事務所:土浦市真鍋 5-17-26 土浦合同庁舎第一分庁舎内 

（自動車税（種別割）） 電話 029-822-7205 

・土浦県税事務所自動車税分室:土浦市卸町2-1-5 ナンバーセンター土浦２階 

 （自動車税（環境性能割・種別割）、軽自動車税（環境性能割））  電話 029-842-7812 

・つくば市役所障害福祉課（※常時介護証明書の発行のみ）  電話 029-883-1111（代）  

－42－ － 45 －



 

 

  

次の場合、軽自動車税（種別割）が減免（免除）になります。 

要件 
対象となる障害区分・等級は普通自動車税（種別割）に準じます。 

※その他、下表「適用区分」の通り要件があります。 

 

必要書類等 

 

障害者手帳・運転免許証・納税通知書・軽自動車車検証・納税義務者のマイナンバー

（個人番号）が分かる書類（巻末参照） 

※申請期間は、納税通知書到着後から軽自動車税（種別割）納期限までです。 

※減免を受けるには、毎年度申請が必要です。 

窓口 市民税課  電話 029-883-1111（代） 

備考 
１人につき１台の申請に限ります。（普通自動車税（種別割）の減免と軽自動車税（種

別割）の減免の両方を申請することはできません。） 

 

 

 ＜適用区分＞ 

車の所有者 運転者 使用目的 その他の要件 

障害者本人 障害者本人 
障害者の通院・通学等 

－ 

障害者本人 生計同一者 － 

障害者の家族 生計同一者 
 精神・知的障害者、または 18 歳未満の身

体障害者の場合 

障害者本人 常時介護者 障害者等のみの世帯の場合は可 

※取得時の軽自動車税（環境性能割）については、前項「自動車税（環境性能割・種別割）、軽

自動車税（環境性能割）の減免」を参照してください。 
 

 

 

 

  

預貯金や国債等の元本350万円までの利子に対する、所得税及び復興特別所得税（通常15.315％）、住民

税（通常５％）が非課税になる制度を利用できます。 

対象者 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者、障害年金受給者等 

 

内容 

 

少額預金の利子（マル優）  ：預貯金、合同運用信託等 

少額公債の利子（特別マル優）：国債及び地方債 

※それぞれ元本350万円まで 

窓口 金融機関、証券会社の営業所等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○  軽軽自自動動車車税税（（種種別別割割））のの減減免免                          身身  知知  精精  

身身  知知  精精  ○○  利利子子等等のの非非課課税税（（障障害害者者ママルル優優））                    

－43－ 

身 知 精

身 知 精
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相続人が 85 歳未満で障害者の場合、相続税額から障害者控除を差し引くことができます。 

 対象者 控除額 

 

一般障害者 

 

身体障害者手帳３～６級 

療育手帳Ｂ・Ｃ 

精神障害者保健福祉手帳２・３級 

85 歳に達するまでの年数×10 万円が相続税

額から控除されます。       

 

特別障害者 

 

身体障害者手帳１・２級 

療育手帳Ⓐ・Ａ 

精神障害者保健福祉手帳１級 

85 歳に達するまでの年数×20 万円が相続税

額から控除されます。 

窓口 土浦税務署  電話 029-822-1100 

 

 

 

 

 

重度障害者の生活の安定を図ることを目的に、親族や個人が財産を信託銀行等に信託するものです。（特

定障害者扶養信託） 

信託銀行が管理・運用を行い、障害者の方に生活費や医療費として定期的に金銭を交付する信託です。 

信託財産6,000万円または3,000万円までは、贈与税が非課税になります。 

 

対象者 

 

・限度額6,000万円の対象者 

身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ⓐ・Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級の所持者 

・限度額3,000万円の対象者 

療育手帳Ｂ・Ｃ、精神障害者保健福祉手帳２・３級 

窓口 信託銀行等、土浦税務署（電話029-822-1100）  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

○○  相相続続税税のの障障害害者者控控除除                                    身身  知知  精精  

○○  贈贈与与税税のの非非課課税税                                    身身  精精  知知  

－44－ 

身 知 精

身 知 精

－ 47 －


